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（１５）登録した成果品の修正 
登録した電子成果品は、発注者が受領処理を行うまで修正できます。ただし、工事打合せ簿で決裁

を経たものは、決裁者の決裁取消が行われるまで修正できません。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
「修正」は、登録済みの成果品を「削除」して、修正済みの成果品を「追加登録」します。このた

め、以下では成果品の「削除」方法を説明します。 
（「追加登録」は、成果品の個別登録の項を参照してください。） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※例：工事完成図 
 
 
※例：台帳 
 
 
 

画面が成果品一覧
に遷移します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

決 裁 さ れ た 書 類 は
削 除 で き な い た め
削 除 対 象 チ ェ ッ ク
ボ ッ ク ス が 表 示 さ
れません。 

「登録・変更」をクリッ
クします。 

「登録・変更」をクリッ
クします。 
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選択削除 
□にチェックを入れ
て「削除」をクリック
します。 

「入力状況」を「すべ
て」に設定して「検索」
をクリックします。 

「検索」の下部に登録
済みの納品物が表示さ
れます。 

一括削除 
「削除」をクリックし
ます。 

取扱注意！ 
すべて削除されます。


